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役 員 等 報 酬 等 規 程  

 

                                                  社 会 福 祉 法 人  秋 桜 の 会  

 

（ 総 則 ）  

第 １ 条  社 会 福 祉 法 人 秋 桜 の 会 の 役 員 等 に 対 す る 報 酬 等 の 支 給 に つ い て は 、  

    こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 報 酬 等 の 種 類 ）  

第 ２ 条  報 酬 等 の 種 類 は 、 月 額 報 酬 、 特 別 報 酬 及 び 日 当 並 び に 会 議 出 席 交 通 費  

    と す る 。  

（ 月 額 報 酬 、 特 別 報 酬 ）  

第 ３ 条  月 額 報 酬 は 、 理 事 長 に 対 し て 支 給 す る 。  

  ２  月 額 報 酬 の 額 は 次 の と お り と す る 。  

    理 事 長   予 算 の 範 囲 内 で 都 度 定 め る 。  

  ３  新 た に 就 任 し 、 ま た は 退 任 し た 場 合 の 月 額 報 酬 は 、 当 該 月 の  

    日 割 り 計 算 に よ っ て 支 給 す る 。  

  ４  特 別 報 酬 は 、 理 事 長 に 対 し て 支 給 し 、 秋 桜 の 会 の 職 員 で な い 役 員 等 に  

対 し て 支 給 す る こ と が 出 来 る 。  

  ５  特 別 報 酬 の 額 は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 理 事 長 が 定 め る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 日 当 、 会 議 出 席 交 通 費 ）  

第 ４ 条  日 当 及 び 会 議 出 席 交 通 費 は 、 役 員 等 に 対 し て 秋 桜 の 会 の 主 催 す る  

     会 議 に 出 席 し た と き に 支 給 す る 。但 し 、理 事 長 、秋 桜 の 会 の 職 員 で あ る  

   役 員 等 に は 支 給 し な い 。  

  ２  日 当 及 び 会 議 出 席 交 通 費 の 額 は 、 次 の と お り と す る 。  

   （ １ ） 日 当                ５ ， １ ５ ４ 円  

   （ ２ ） 会 議 出 席 交 通 費                     実 費 額 を 支 給  

  ３  （ 報 酬 等 の 改 訂 ）  

第 ５ 条  報 酬 等 の 額 の 改 定 は 、 理 事 会 の 議 決 に よ る 。  

（ 退 職 金 ）  

第 ６ 条  理 事 長 が 退 任 し た と き は 、 退 職 金 を 支 給 す る 。  

  ２  退 職 金 の 額 は 、 在 任 期 間 の 年 数 に 月 額 報 酬 の 額 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

  ３  前 項 の 在 任 期 間 に １ 年 未 満 の 端 数 月 が あ る 場 合 は 、  

    そ の 月 数 （ １ ヶ 月 未 満 の 端 数 日 は １ ヶ 月 と す る 。 ） に 月 額 報 酬 の 額 を  

    １ ２ で 除 し た 額 を 乗 じ て 得 た 額 を 、 前 項 の 額 に 加 算 す る 。  

  ４  特 別 の 事 情 が あ る 場 合 は 、 前 2項 の 規 程 に よ る こ と な く 、 理 事 会 の  

    同 意 を 得 て 理 事 長 が こ れ を 定 め る 。  

  ５  退 任 が 死 亡 に よ る 場 合 は 、 そ の 遺 族 に 退 職 金 を 支 給 す る こ と が 出 来 る 。  

（ 雑 則 ）  

第 ７ 条  こ の 規 程 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 そ の 都 度 理 事 会 の 議 決 に よ る 。  

 

付 則   

   こ の 規 程 は 平 成  ９ 年  ４ 月  １ 日 よ り 施 行 す る 。  

   平 成 １ ６ 年 １ １ 月 ２ ０ 日  改 正  

   平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 １ ０ 日  改 正  

   平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月 １ ４ 日  改 正  

 

 


